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議案第９２号 

 

 

杵築市手数料条例の一部改正について 

 

 

杵築市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和５年１２月２２日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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   杵築市手数料条例の一部を改正する条例 

 

杵築市手数料条例（平成１７年杵築市条例第８５号）の一部を

次のように改正する。 

別表中 

 「 

戸籍の謄本又は抄本の交付 

                      」を 

 「 

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明

書の交付（本籍地以外での戸籍謄本等の交付 

） 

                      」に改める。 

 別表交付手数料の部戸籍の記録事項証明書（全部、個人又は一

部）の交付の項の次に次のように加える。 

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

（電子情報処理組織を使用する方法で

請求・発行を行う場合（総務省令で定

める 。） 及び同一事項の戸籍の謄本若

しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請

求する場合は手数料を徴収しない 。）  

１件 ４００円 

別表中 

 「 

除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 

                      」を 

 「 

除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明 
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書の交付（本籍地以外での除籍謄本等の交付 

） 

                      」に改める。 

別表交付手数料の部除籍の記録事項証明書（全部、個人又は一

部）の交付の項の次に次のように加える。 

除籍電子証明書提供用識別符号の発行

（電子情報処理組織を使用する方法で

請求・発行を行う場合（総務省令で定

める 。） 及び同一事項の除籍の謄本若

しくは抄本又は除籍証明書と同時に請

求する場合は手数料を徴収しない 。）  

１件 ７００円 

別表中 

 「 

戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第４８

条第１項及び第２項（同法第１１７条におい

て準用する場合を含む 。） の規定による届出

若しくは申請の受理証明又は届書その他市長

の受理した書類に記載した事項の証明書の交

付 

                      」を 

 「 

届出又は申請の受理の証明書交付等（電子化

された届書等情報の内容の証明書の交付） 

                      」に改める。 

別表中 

 「 

戸籍法第４８条第２項（同法第１１７条にお 
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いて準用する場合を含む 。） の規定による届

出その他市長の受理した書類の閲覧 

                      」を 

 「 

届書その他市町村長の受理した書類を閲覧（ 

電子化された届書等情報の内容を表示したも

のを閲覧） 

                      」に改める。 

 

  附 則 

この条例は、令和６年３月１日から施行する。 

5



 

議案第９３号 
 
 

杵築市国民健康保険税条例の一部改正について 
 
 

杵築市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 
 
 

令和５年１２月２２日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 

               記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



 

杵築市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

杵築市国民健康保険税条例（平成１７年杵築市条例第１２９号 
）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「昭和５７年法律第８０号」の次に「。

第２５条第１項第３号において「高齢者医療確保法」という 。」

を加える。 

第２４条第１項第１号エ（ウ）中「２，９９２円」を「２，９

９３円」に改め、同項第２号エ（ウ）中「２，１３７円」を「２，

１３８円」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６

条の８９第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者 

」という 。） が属する場合における当該納税義務者に対して課

する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を

減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均

等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額し

て得た額とする。 

（１） 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得

割額 当該出産被保険者につき第３条の規定により算定

した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の

出産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の５に

定める場合には、出産の日。以下同じ 。） の属する月（ 

以下「出産予定月」という 。） の前月（多胎妊娠の場合

には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以

下「産前産後期間」という 。） のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

（２） 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保
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険者均等割額 当該出産被保険者につき第４条の規定に

より算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額

を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

（３） 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第６条の

規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

（４） 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金

等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき

第７条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項

に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額 

（５） 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額

の所得割額 当該出産被保険者につき第８条の規定によ

り算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額 

（６） 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額

の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の

規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、その減額

後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産
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被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

第２６条の２の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者に係る届出） 

第２６条の３ 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が

世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長

に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５

項に規定する個人番号をいう。以下同じ 。）  

（２） 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

（３） 出産の予定日 

（４） 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

（５） その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる

書類を添えなければならない。 

（１） 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

（２） 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることがで

きる書類 

（３） 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産し

た被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかに

することができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の

６月前から行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者につ

いて同項各号に掲げる事項及び第２項各号に掲げる書類におい

て明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第１項
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の規定による届出を省略させることができる。  

 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、第２

４条第１項第１号エ（ウ）及び同項第２号エ（ウ）の改正規定

は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の杵築市国民健康保険税条例第２４条

第３項及び第２６条の３の規定は、令和５年度分の国民健康保

険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分

の国民健康保険税のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの

及び令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 

３ 第１項ただし書きの規定による改正後の杵築市国民健康保険

税条例第２４条第１項第１号エ（ウ）及び同項第２号エ（ウ）

の規定は、令和６年度以後の年度分の国民健康保険税について

適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 

10



報告第４１号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規 
 定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ 
 うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 
 
令和５年１２月２２日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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 専 決 処 分 書  
 

  本市公用車が駐車中に発生した事故について、地方自治法第１

８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 
令和５年１１月１６日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
            

               記 
 
  市は、相手から物件に与えられた事故による損害賠償の額を次

のとおり決定し、和解する。 
 

 １ 損害賠償の相手方 住 所 ■■■■■■■■■■■■ 
氏 名 ■■■■■■■■■■■  

 
２ 事故発生年月日  令和５年１０月７日 

 
３ 事故発生場所   熊本市中央区出水２丁目７番１号 
           熊本市総合体育館・青年会館 駐車場 
             
４ 事故原因・状況 

    上記場所にて、相手方車両が駐車をする際、駐車中の本市

公用車に接触し、右後方部及びテールランプを破損させた。 
 

 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    事故の責任割合は、相手方が１００％となり、公用車の修
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繕料６４，３０６円を相手方が市に支払う。 
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報告第４２号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ

うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
令和５年１２月２２日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書      
 

本市が管理する市道上で発生した物損事故について、地方自治

法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 
令和５年１２月５日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、相手方に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決

定し、和解する。 
 

１ 損害賠償の相手方  住所 ■■■■■■■■■■■■■ 
          氏名 ■■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日   令和５年１０月３１日 
 

３ 事故発生場所    杵築市大字八坂 
市道 山手線 

 
４ 事故原因・状況 
   上記の道路で、相手方車両が自宅に駐車のため後退中、グ

レーチングが跳ね上がり車両底部及びフロントバンパーを損

傷した。 
 

 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
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    市の過失割合は１００％となり、市は、損害賠償金として、

相手方車両の修繕料２９１，３９０円を支払う。 
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報告第４３号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ

うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
令和５年１２月２２日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書      
 

本市が管理する市道上で発生した物損事故について、地方自治

法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 
令和５年１２月８日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、相手方に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決

定し、和解する。 
 

１ 損害賠償の相手方  住所 ■■■■■■■■■■■■■■ 
          氏名 ■■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日   令和５年１１月５日 
 

３ 事故発生場所    杵築市大字宮司 
市道 守末久原線 

 
４ 事故原因・状況 
   上記の道路で、相手方車両が自宅に駐車のため後退中、道

路側溝から出ていた突起物を踏んだため、左前タイヤを損傷

した。 
 

 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
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    市の過失割合は１００％となり、市は、損害賠償金として、

相手方車両の修繕料１３，４００円を支払う。 
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